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施策方針

・高低差の大きい横断工作物により生物の
　生息空間が分断されていました。

・学識者や生物の専門家を交えた現地で
　の検討会を行いました。

・階段状の魚道のほかスロープ式
　の魚道なども設けて様々な生物
　が移動できるように配慮しました。

・沿川地域の子供達を交えたモニタ
　リング調査を行っています。

・階段状の魚道のほかスロープ式

着手前着手前

■浦之名川

 

・環境省指定の絶滅危惧種であるオオヨドカワゴロモの移植試験を実施した。

・自生しやすいよう周辺の石を設置し経過観察した結果、石への付着が確認できた。

 

 

貴貴重重生生物物のの生生息息環環境境をを創創出出  

■オオヨドカワゴロモ ■岩瀬川 ■オオヨドカワゴロモの石への付着 

オオオオヨドカワゴワゴロモロモオオヨドカワゴロモ

・・・カワゴケソウ科の植物で、大淀川水系のみ生育しており、環境省指定の 
絶滅危惧種で、平平成成２２８８年年３３月月にに国国指指定定天天然然記記念念物物となっている。 

オオヨドカワゴロモ

　河川が有している自然の復元力を活用し、河川の自然の営みと治水対策の調和を図る

多自然川づくりを推進するとともに、河川が多様な生物の生息・生育の場であることに

配慮した河川整備を行っています。

スロープ式魚道
・多様な流れを創出し、様々な生物の移動
　空間を確保しました。

自然環境に配慮した川づくり　～多自然川づくりの推進～

良好な自然環境・生活環境の保全
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施策方針

●河川愛護・海岸愛護

 きれいな水と海は、かけがえのないわた

したちの財産です。

　この大切な川と海を守るため、県では、

常日頃から河川等を定期的に巡視しなが

ら、汚物等の投棄、不法占用等の防止に努

めるほか、毎年 7月には河川愛護月間及び

海岸愛護月間として、官民協働で河川・海

岸での美化活動や適正な利用に関する啓

発を行っています。　

　また、地域住民に愛護活動の実施を呼び

かけており、多数の市民団体等の参加、協

力により河川及び海岸の環境美化活動が

行われています。

●河川愛護ポスターの募集

　河川愛護月間（７月）の行事として、小、
中、高生を対象に河川愛護ポスターを募集
しています。毎年多数の応募があり、河川
愛護運動の推進に大きな役割を果たして
います。応募作品のうち入賞作品について
は、月間中に開催するポスター展で展示し
ています。

●水辺の活動応援事業

　県民の川や海への関心を高め、愛護意識

の醸成に資する市町村や民間団体の取組

に対して助成を行っています。

住吉海岸

大淀川

河川愛護・海岸愛護

② 被害対象を減少させるための対策

➠
➠

➠
※

➠
➠
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施策方針

宮崎県における流域治水プロジェクト

流域治水とは

②② 被害対象を減少させる被害対象を減少させるためのめの対策② 被害対象を減少させるための対策

③ 被害の軽減、早期復旧･復興のための対策

① 氾濫をできるだけ防ぐ･減らすための対策
【集 ⽔ 域】 ⾬⽔貯留機能の拡⼤

【河川区域】 持続可能な河道の流下能⼒の維持･向上
流⽔の貯留
氾濫⽔を減らす

【氾濫域】 リスクの低いエリアへ誘導
住まい⽅の⼯夫
浸⽔範囲を減らす

【氾濫域】 ⼟地のリスク情報の充実
避難体制を強化する
経済被害の最⼩化
住まい⽅の⼯夫
被災⾃治体の⽀援体制の充実
氾濫⽔を早く排除する

流域治⽔とは、気候変動の影響による⽔災害の激甚化・頻発化等を踏まえ、堤防の整備、ダムの再⽣な
どの対策をより⼀層加速するとともに、集⽔域（⾬⽔が河川に流⼊する地域）から氾濫域（河川等の氾
濫により浸⽔が想定される地域）にわたる流域に関わるあらゆる関係者が協働して⽔災害対策を⾏う考
え⽅です。

➠河川管理者をはじめとする流域の関係者で構成する協議会を設置
➠流域全体で実施すべき治⽔対策の全体像を「流域治⽔プロジェクト」として
策定・公表し、流域治⽔を推進する取組を⾏っていく。

⽅針

➠河川整備計画に基づき整備を⾏っている⽔系、事前放流を実施している⽔系
（※あくまで優先して取り組むこととしており、その他についても必要に応じ取り組み可能。）

対象

➠国・県・市町村・企業
➠河川・下⽔道・都市計画・砂防・建築住宅・防災・農政・林務など

関係者

【⽬的】流域治⽔を計画的に推進するための協議、情報共有を⾏う場
▸流域治⽔の全体像を共有、検討
▸流域治⽔プロジェクトの策定と公表
▸実施状況のフォローアップ

【組織】各協議会規約の協議会構成のとおり

【⽬的】流域の課題を踏まえつつ、流域治⽔プロジェクトに記載する具体的なメニューを検討
【組織】各協議会規約の幹事会構成のとおり

流域治⽔協議会

流域治⽔協議会幹事会 幹事会の設置 議論内容の報告

県内すべての⽔系



16

施策方針

宮崎県における流域治水の取組

流域治水プロジェクト 2.0　～流域治水の加速化・深化～

綾町

旧
高岡町

小林市

都城市

えびの市

高原町

西米良村

日南市

串間市

新富町

国富町

川南町

高鍋町

宮崎市

日向市
美郷町

椎葉村

延岡市

門川町

諸塚村

三股町

西都市

都農町

大淀川水系流域治水協議会

小丸川水系流域治水協議会

延岡土木事務所管内流域治水協議会

宮崎土木事務所管内流域治水協議会

浦尻川・沖田川・浦上川

小丸川

大淀川

➠➠ 11の協議会
➠ 58⽔系
・⼀級：５⽔系
・⼆級：53⽔系

➠ 11の協議会
➠ 58⽔系
・⼀級：５⽔系
・⼆級：53⽔系

五ヶ瀬川水系流域治水協議会

五ヶ瀬川

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２ 【R6.3月公表】

川内川水系流域治水協議会

川内川

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

古江川・市振川・中港川・
阿蘇川・熊野江川・須美江川

流プロ※１

【R3.8月公表】

R6.4.1現在

二級水系

一級水系

凡例

流プロ※１

【R4.3月公表】

日向土木事務所管内流域治水協議会

五十鈴川・塩見川・耳川

丸バエ川・鳴子川・庄手川・亀崎川・
赤岩川・石並川・水無川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.6月公表】

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

流プロ※１ 【R3.3月公表】
流プロ2.0※２【R6.3月公表】

石崎川・清武川・加江田川

知福川・突浪川・内海川・
野島川・小内海川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.3月公表】

日南・串間地区流域治水協議会

広渡川・市木川・福島川

鶯巣川・伊比井川・富土川・宮浦川・手洗川・風田川
・大浦川・隈谷川・細田川・潟上川・贄波川・
本城川・大納川・宮之浦川・都井川・永田川・千野川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.6月公表】

西都・児湯地区流域治水協議会

一ツ瀬川

心見川・都農川・名貫川・
平田川

流プロ※１

【R3.8月公表】

流プロ※１

【R4.3月公表】

大分川･大野川水系流域治水協議会

大野川
流プロ※１【R4.6月更新】
流プロ2.0※２ 【R6.3月公表】

安楽川水系流域治水協議会

安楽川

流プロ※１ 【R5.2月公表】

※１ 流域治水プロジェクト（流プロ）
※２ 流域治水プロジェクト2.0（流プロ2.0）

 2℃に抑えるシナリオでも2040年頃には 降雨量が約1.1倍、

流量が1.2倍、洪水発生頻度が2倍になると試算

現行の河川整備計画が完了したとしても治水安全度は目減り

グリーンインフラやカーボンニュートラルへの対応

インフラDX等の技術の進展

現状・課題 必要な対応

気候変動下においても、目標とする治水安全度を

現行の計画と同じ完了時期までに達成する

あらゆる関係者による、様々な手法を活用した、

対策の一層の充実を図り、流域治水協議会等の関

係者間で共有する。

必要な対応のイメージ

気候変動
シナリオ

降⾬量
（河川整備の基本とする洪⽔規模）

２℃上昇 約1.1倍

全国の平均的な
傾向【試算結果】

流量
約1.2倍

降雨量が約1.1倍となった場合

様々な手法の活用イメージ

同じ治水安全度を確保するためには、
目標流量を1.2倍に引き上げる必要

流量

期間

目標とする
完了時期

現在

同じ治水安全度

＝

＜気候変動に対応し
た計画＞
6000トン

（50年に一度の洪水）

＜現行計画＞
5000トン

（50年に一度の洪水）

◆治水施設の多面的機能の活用
・平時における遊水地内の利活用
・MIZBEステーションの整備
（防災×賑わい創出）

◆溢れることも考慮した減災対策の推進
・粘り強い河川堤防の整備
・貯留機能保全地域における、
家屋のかさ上げ・移転

◆インフラDX等の新技術の活用
・洪水予測の高度化
・浸水センサの導入
・ドローンによる河川管理の
高度化・効率化

◆治水施設の多面的機能の活用
・ハイブリッドダムの取組推進

宮崎県では、流域の関係者で構成する協議会を県内58⽔系すべてにおいて設置しており、 流域全体で実施
すべき治⽔対策の全体像を「流域治⽔プロジェクト」として策定・公表し、流域治⽔を推進する取組を⾏
っています。

宮崎県内の⼀級⽔系では、気候変動の影響により当⾯の⽬標としている治⽔安全度が⽬減りすることを踏
まえ、流域治⽔の取組を加速化・深化させるため、必要な取組を反映させた「流域治⽔プロジェクト2.0」
に更新しました。

⇒現在の河川整備計画に基づく対策や流域における各取組を推進するとともに、気候変動を踏まえて追加で必要となる対策案の詳細につ
　いては、更に議論を深めていく。

※現行の計画と同じ完了時期までに目標とする治水安全度を達成するため、
　様々な手法を活用し、集中的に整備を進めることが必要


